
７ 運営規程の整備

○基準条例

運営規程に定めるべき項目を追加します。

○対象サービス

居宅介護支援，介護予防支援

○条例の考え方

サービスの質の向上に向けた取組みを自ら行う必要があることから，事故

発生時の対応，虐待を防止するための措置に関する事項，成年後見制度の活

用支援，苦情解決体制の整備等の重要事項について，あらかじめ運営規程に定

めることを義務付けます。

【居宅介護支援条例（案 】）

（運営規程）

第２１条 指定居宅介護支援事業者は，指定居宅介護支援事業所ごとに，次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」

という ）として次に掲げる事項を定めるものとする。。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種，員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅介護支援の提供方法，内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 事故発生時における対応方法

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項

(8) 成年後見制度の活用支援

(9) 苦情解決体制の整備

(10) その他運営に関する重要事項

※運営規程記載例

（事故発生時における対応方法）

第○○条 事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生

した場合には，速やかに市町村，利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要

な措置を講ずるものとする。

２ 事業者は，指定居宅介護支援の提供に伴って，事業者の責めに帰すべき事由

により賠償すべき事故が発生した場合には，速やかに損害賠償を行う。

３ 事業者は，前項の損害賠償のために，損害賠償責任保険に加入する。
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（虐待防止のための措置に関する事項）

第○○条 事業者は，利用者の人権の擁護，虐待等の防止のため，次の措置を講

ずるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(3) その他虐待防止のために必要な措置

２ 事業者は，指定居宅介護支援の提供に当たり，当該事業所及び居宅サービス

事業所の従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）により

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は，速やかに，これを市町村に

通報するものとする。

（成年後見制度の活用支援）

第○○条 事業者は，適正な契約手続等を行うため，必要に応じ，成年後見制度

の利用方法や関係機関の紹介など，成年後見制度を活用できるように支援を行

うものとする。

（苦情解決体制の整備）

第○○条 事業者は，指定居宅介護支援の提供に係る利用者からの苦情に迅速か

つ適切に対応するために，必要な措置を講ずるものとする。

２ 事業者は，指定居宅介護支援の提供に関し，法第２３条の規定により市町村

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から

の質問若しくは照会に応じ，及び市町村が行う調査に協力するとともに，市町

村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を

行うものとする。

３ 事業者は，提供した指定居宅介護支援に係る利用者からの苦情に関して国民

健康保険団体連合会の調査に協力するとともに，国民健康保険団体連合会から

指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行うも

のとする。

（その他運営に関する留意事項）

第○○条 事業者は，指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し，その完結

の日から５年間保存するものとする。

解釈通知（案 》《 ）

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

３ 運営規程の整備（基準条例第２１条）

基準省令解釈通知第二の３の(11)本文は次のとおり読み替え，③の次に次

の④の内容を加える。

(11) 運営規程 （略）

④ 虐待の防止のための措置に関する事項（同条第７号）

指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する虐待を早期に発見して迅速

かつ適切な対応が図られるための必要な措置について定めること。具体的

には，虐待防止責任者の選任，従業者に対する虐待の防止を啓発・普及す

（ ） 。るための研修の実施 研修方法や研修計画など 等を指すものであること
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８ 記録の保存期間を2年から5年へ延長

○基準条例

， ，従業者の勤務記録 介護給付費等の請求及び受領等の記録についても含め

保存期間を「２年間」から「５年間」に延長します。

○対象サービス

居宅介護支援，介護予防支援

○条例の考え方

公費の過払いの場合（不正請求を含まない ）の返還請求の消滅時効は，。

地方自治法第236条第1項の規定により５年であることから，返還請求にお

， 。いて特に必要となる記録についても含め 文書の保存期間を5年間とします

【居宅介護支援条例（案 】）

（勤務体制の確保）

第２２条 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対し適切な指定居宅介護支

指定居宅介護支援事業所ごとに，介護支援専門員そ援を提供できるよう，

の他の従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておか

なければならない。

解釈通知（案 》《 ）

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

４ 勤務体制の確保等（基準条例第２２条）

基準省令解釈通知第二の３の(12)の①（なお書きを除く ）は次のとおり読。

み替え，③の次に次の④の内容を加える。

① 勤務の体制等の記録（第１項）

指定居宅介護支援事業所ごとに，原則として月ごとの勤務表を作成し，

介護支援専門員については，日々の勤務時間，常勤・非常勤の別，管理者

とともに，併せて，月ごとにその勤務の実績との兼務関係等を明確にする

とともに記録すること。

（記録の整備）

第３２条 指定居宅介護支援事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。

２ 指定居宅介護支援事業者は，利用者に対する指定居宅介護支援の提供に

次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければ関する

ならない。

(1) 第１６条第１２号に規定する指定居宅サービス事業者等との連絡調整

に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
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ア 居宅サービス計画

イ 第１６条第７号に規定するアセスメントの結果の記録

ウ 第１６条第９号に規定するサービス担当者会議等の記録

(3) 第１６条第１３号に規定するモニタリングの結果の記録

(4) 第１９条に規定する市町村への通知に係る記録

(5) 第２２条第１項に規定する従業者の勤務の体制等の記録

(6) 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録

(7) 第３０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置に

ついての記録

(8) 法第１８条第１号に規定する介護給付及び第１３条に規定する利用料

等に関する請求及び受領等の記録

解釈通知（案 》《 ）

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

６ 記録の整備（基準条例第３２条）

基準省令解釈通知第二の３の(19)の次に次の内容を加える。

(20) 記録の整備

利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する各種記録を整備し，そ

の完結の日から５年間保存しなければならないとしたものである。ここで

いう「完結の日」とは，利用者との契約の終了日又はサービス提供した日

ではなく，それぞれの書類ごとにその書類を使わなくなった日とする。利

用者との契約が継続している間において，当該利用者に関する全ての記録

の保存を求めるものではない。例えば，介護給付費の請求の根拠となるサ

ービス提供の記録は，その記録に対する介護給付費等を請求し，受領した

日が「完結の日」となり，その翌日から５年間保存することとなる。

【完結の日について】

「完結の日」とは 「それぞれの書類ごとにその書類を使わなくなっ，

た日」です。利用者との契約が継続している間，当該利用者に関する

全ての記録の保存を求めるものではありません。

例えば，介護給付費の請求の根拠となるサービス提供の記録は，そ

の記録に対する介護給付費等を請求し，受領した日が「完結の日」と

なります。

なお，この考え方は，介護保険法に基づく記録について適用され，

他の法律等により保存の規定が設けられているものは，その規定に従

うこととなります。
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９ 相談者のプライバシーを確保

○基準条例

利用者や家族など相談者のプライバシーに配慮し，事務室又は区画の形態

等を規則において明確にします。

○対象サービス

居宅介護支援，介護予防支援

○条例の考え方

利用者や家族との相談等を行う相談スペースについて、相談者のプライバ

シーが確保でき、安心していつでも相談できる環境を整備します。

【居宅介護支援条例（案 】）

（設備及び備品等）

規則第２３条 指定居宅介護支援事業者は，事業を行うために必要な広さの

を有するとともに，指定居宅介護で定める基準を満たした事務室又は区画

支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

【規則（案 】）

（事務室又は区画）

第３条 条例第２3条に規定する規則で定める基準は，次の各号のいずれをも

満たすものとする。

(1) 利用者から相談を受け，サービス担当者会議を開催するため等に適切な

スペースを確保すること。

(2) 第三者からの視線が遮断されるなど，相談者のプライバシーが十分に確

保されていること。

(3) 相談者が，他の事業所の専用スペースを通らず直接出入りできること。

解釈通知（案 》《 ）

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

５ 相談者のプライバシーを確保（基準条例第２３条）

基準省令解釈通知第二の３の(13)の②は次のとおり読み替える。

② 事務室又は区画

規則第３条第１項の「利用者から相談を受け，サービス担当者会議を開

催するため等に適切なスペース」については，業務に支障がない場合は，

他の事業との共用であっても差し支えないこと。

規則第３条第３項の「他の事業所の専用スペース」とは，指定通所介護

事業所における機能訓練室など，専ら他の事業所の利用者が使用するスペ

ースをいう。
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３ 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例（案） 

 （凡例） 

従うべき基準・・・灰色のマーカー 

 標準・・・・・・・囲み文字 

 参酌すべき基準・・記号なし 

旧 新 

１ 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を 

定める条例（平成２４年市条例第８５号） 

（指定居宅サービスの事業の一般原則) 

第３条 法第７０条第２項第１項の条例で定める者は，法人とする。ただし，病院（医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以下同じ。），

診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。）若しくは薬局（薬事法（昭和３５

年法律第１４５号）第２条第１１項の薬局をいう。以下同じ。）により行われる居宅

療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護，訪問リハビリテーシ

ョン，通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあって

は，この限りでない。 

６ 指定居宅サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地

域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

（心身の状況等の把握) 

第１３条 指定訪問介護事業所は，指定訪問介護の提供に当たっては，利用者に係る居

宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員

１ 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を 

定める条例（平成２４年市条例第８５号） 

（指定居宅サービスの事業の一般原則) 

第３条 法第７０条第２項第１項の条例で定める者は，法人とする。ただし，病院（医

療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以下同じ。），

診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。）若しくは薬局（医薬品，医療機器

等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第

２条第１２項の薬局をいう。以下同じ。）により行われる居宅療養管理指導又は病院

若しくは診療所により行われる訪問看護，訪問リハビリテーション，通所リハビリテ

ーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては，この限りでない。

６ 指定居宅サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地

域ケア会議に参加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業

に協力するものとする。 

（心身の状況等の把握） 

第１３条 指定訪問介護事業所は，指定訪問介護の提供に当たっては，利用者に係る居

宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（岡山市指定居宅介護支援等の事業
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及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「指定居宅介護支援等基

準」という。）第１３条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）

等を通じて，利用者の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又

は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。  

２ 岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準 

等を定める条例（平成２４年市条例第８６号） 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則) 

第３条 

７ 指定地域密着型サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがった場合に

は，地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

（心身の状況等の把握) 

第１４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に当たっては，計画作成責任者による利用者の面接によるほ

か，利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下

「指定居宅介護支援等基準」という。）第１３条第９号に規定するサービス担当者会

議をいう。以下この章及び第６９条において同じ。）等を通じて，利用者の心身の状

況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 

の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２６年岡山市条例第  号）第１

６条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて，利用者

の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利

用状況等の把握に努めなければならない。

２ 岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準 

等を定める条例（平成２４年市条例第８６号） 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則) 

第３条 

７ 指定地域密着型サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがった場合に

は，地域ケア会議に参加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他

の事業に協力するものとする。 

（心身の状況等の把握) 

第１４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護の提供に当たっては，計画作成責任者による利用者の面接によるほ

か，利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（岡山市指

定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成２６年市

条例第  号。以下「指定居宅介護支援等基準条例」という。）第１６条第９号に規

定するサービス担当者会議をいう。以下この章及び第６９条において同じ。）等を通

じて，利用者の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉

サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

-
5
8
-



 3

（居宅サービス計画の作成) 

第９５条 

２ 介護支援専門員は，前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては，指定居

宅介護支援等基準第１３条各号に掲げる具体的取扱方針に沿って行うものとする。 

３ 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定め 

る条例（平成２４年市条例第８７号） 

（基本方針) 

第４条 

４ 指定介護老人福祉施設は，地域包括支援センターから求めがった場合には，地域ケ

ア会議に参加するよう努めなければならない。

４ 岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を 

定める条例（平成２４年市条例第８８号） 

（基本方針) 

第４条 

４ 介護老人保健施設は，地域包括支援センターから求めがった場合には，地域ケア会

（居宅サービス計画の作成) 

第９５条 

２ 介護支援専門員は，前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては，指定居

宅介護支援等基準条例第１６条各号に掲げる具体的取扱方針に沿って行うものとす

る。 

３ 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定め 

る条例（平成２４年市条例第８７号） 

（基本方針) 

第４条 

４ 指定介護老人福祉施設は，地域包括支援センターから求めがった場合には，地域ケ

ア会議に参加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協

力するものとする。

４ 岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を 

定める条例（平成２４年市条例第８８号） 

（基本方針) 

第４条 

４ 介護老人保健施設は，地域包括支援センターから求めがった場合には，地域ケア会
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議に参加するよう努めなければならない。

５ 岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定め 

る条例（平成２４年市条例第８９号） 

（基本方針) 

第４条 

４ 指定介護療養型医療施設は，地域包括支援センターから求めがった場合には，地

域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

（診療の方針) 

第２０条  

(6) 基準省令第１６条第６号に規定する平成１２年厚生省告示第１２５号により厚

生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し，又は処方してはなら

ないこと。ただし，薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１６項に規定す

る治験に係る診療において，当該治験の対象とされる薬物を使用する場合において

は，この限りでない。 

６ 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介 

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 

議に参加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に協力す

るものとする。 

５ 岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定め 

る条例（平成２４年市条例第８９号） 

（基本方針) 

第４条 

４ 指定介護療養型医療施設は，地域包括支援センターから求めがった場合には，地域

ケア会議に参加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事業に

協力するものとする。 

（診療の方針) 

第２０条 

(6) 基準省令第１６条第６号に規定する平成１２年厚生省告示第１２５号により厚

生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し，又は処方してはなら

ないこと。ただし，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関す

る法律（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１７項に規定する治験に係る診療に

おいて，当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては，この限りでない。

６ 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介 

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 
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準等を定める条例（平成２４年市条例第９０号） 

（指定介護予防サービスの事業の一般原則) 

第３条 法第１１５条の２第２項第１項の条例で定める者は，法人とする。ただし，病

院（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以下同じ。），

診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。）若しくは薬局（薬事法（昭和３５

年法律第１４５号）第２条第１１項の薬局をいう。以下同じ。）により行われる介護

予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護，介

護予防訪問リハビリテーション，介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防

短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては，この限りでない。 

６ 指定介護予防サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがった場合には，

地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

（心身の状況等の把握) 

第１３条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の提供に当たって

は，利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「指定介護

予防支援等基準」という。）第３０条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。

以下同じ。）等を通じて，利用者の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医

療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

準等を定める条例（平成２４年市条例第９０号） 

（指定介護予防サービスの事業の一般原則) 

第３条 法第１１５条の２第２項第１項の条例で定める者は，法人とする。ただし，病

院（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以下同じ。），

診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。）若しくは薬局（医薬品，医療機器

等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年法律第１４５号）第

２条第１２項の薬局をいう。以下同じ。）により行われる介護予防居宅療養管理指導

又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護，介護予防訪問リハビリテ

ーション，介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係

る指定の申請にあっては，この限りでない。 

６ 指定介護予防サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがった場合には，

地域ケア会議に参加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業その他の事

業に協力するものとする。

（心身の状況等の把握) 

第１３条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の提供に当たって

は，利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議（岡山市指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２６年市条例第  号。

以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第３３条第９号に規定するサービス

担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じて，利用者の心身の状況，その置かれてい

る環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければ

ならない。 

-
6
1
-



 6

（指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点) 

第４２条  

(1) 指定介護予防訪問介護事業者は，サービスの提供に当たり，介護予防支援におけ

るアセスメント（指定介護予防支援基準第３０条第７号に規定するアセスメントを

いう。以下同じ。）において把握された課題，指定介護予防訪問介護の提供による

当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ，効果的かつ柔軟なサービス提供に努める

こと。 

７ 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並び 

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援 

の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第９１号） 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則) 

第３条 

６ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがった

場合には，地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

（心身の状況等の把握) 

第１６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に当たっては，利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担

当者会議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生省令第３７

（指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点) 

第４２条  

(1) 指定介護予防訪問介護事業者は，サービスの提供に当たり，介護予防支援におけ

るアセスメント（指定介護予防支援基準条例第３３条第７号に規定するアセスメン

トをいう。以下同じ。）において把握された課題，指定介護予防訪問介護の提供に

よる当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ，効果的かつ柔軟なサービス提供に努

めること。 

７ 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並び 

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援 

の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第９１号） 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則) 

第３条 

６ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがった

場合には，地域ケア会議に参加し，又は地域包括支援センターの行う包括的支援事業

その他の事業に協力するものとする。 

（心身の状況等の把握) 

第１６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供に当たっては，利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担

当者会議（岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２
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号。以下「指定介護予防支援等基準」という。）第３０条第９号に規定するサービス

担当者会議をいう。以下この章において同じ。）等を通じて，利用者の心身の状況，

その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) 

第６８条 

(2) 介護支援専門員は，前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏ま

えて，指定介護予防支援等基準第３０条各号に掲げる具体的取扱方針及び指定介護

予防支援等基準第３１条各号に掲げる留意点に沿って，指定介護予防サービス等の

利用に係る計画を作成すること。 

６年市条例第  号。以下「指定介護予防支援等基準条例」という。）第３３条第９

号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章において同じ。）等を通じて，

利用者の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービ

スの利用状況等の把握に努めなければならない。

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針) 

第６８条 

(2) 介護支援専門員は，前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏ま

えて，指定介護予防支援等基準条例第３３条各号に掲げる具体的取扱方針及び指定

介護予防支援等基準条例第３４条各号に掲げる留意点に沿って，指定介護予防サー

ビス等の利用に係る計画を作成すること。 

附 則 

この条例は，平成２６年４月１日から施行する。ただし，第１条中岡山市指定居宅サ

ービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例第３条第１項の改正

規定，第５条中岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定

める条例第２０条第６号の改正規定並びに第６条中岡山市指定介護予防サービス等の

事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例第３条第１項の改正規定は，この条例の公

布の日又は薬事法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第８４号）の施行の日のい

ずれか遅い日から施行する。
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 第１報：平成  年  月  日 

      岡山市長 様                                                        

        介護保険事業者・事故報告書             

第１報（発生後３日以内）

事 業 所 番 号  ｻｰﾋﾞｽ種類

名    称

所 在 地

報 告 者 職 名        氏 名                電 話    (    )     

被保険者番号  氏 名               男・女 

生 年 月 日 明・大・昭  年  月  日（  歳）要 介 護 度 要支援（   ）・要介護（   ） 

発 生 日 時 平成   年   月   日（  ） 午前・午後   時   分 頃  発生・発見 

発 生 場 所
居室 食堂 デイルーム 機能訓練室 廊下/ホール トイレ 風呂/脱衣所 屋外 不明  

その他（                 ） 

事故時の状況 移動中 移乗 立ち上がり 座位 臥床 食事中 その他（           ） 

種   別 転倒 転落 誤嚥/異食 誤薬 失踪 交通事故 感染症等（     ）その他（           ）

１回受診  通院  入院  死亡 
事 故 結 果

＊最も症状の重いもの 骨折 打撲/捻挫 切傷/擦過傷 感染症 肺炎/窒息 様子観察 その他（                     ）

自 立 度 自立 J( ) A( ) B( ) C( ) 認 知 症 度 自立 Ⅰ Ⅱ(  ) Ⅲ(  ) Ⅳ Ｍ

事故の概要 

(経緯や対応、介護者の有無、関係機関への連絡状況等を時系列で記入すること)

報告先 報告・説明日時 

看護師  /       : 

医師  /       : 

管理者  /       : 

家族：続柄（    ）  /       : 

担当ケアマネ  /       : 

  /       : 

保険者  /       : 

※介護サービス提供中に事故が発生した場合に、この報告書を所管課に提出してください。

報告様式第１報
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第２報：平成  年  月  日 

      岡山市長 様                                                       □ 報告完了 

       介護保険事業者・事故報告書             

第２報（第１報後概ね１ヶ月以内）

事 業 所 番 号  ｻｰﾋﾞｽ種類

名    称

報 告 者 職 名        氏 名                電 話    (    )     

被保険者番号  氏 名               男・女 

発 生 日 時 平成   年   月   日（  ） 午前・午後   時   分 頃  発生・発見 

第１報後の対応 

損害賠償： 有（完結・継続） 無  未交渉 

事故の原因 

再発防止に関する今後の対応・方針 

再発防止協議日：平成  年  月  日 

参 加 職 種：                                                                              

※ 第２報提出時に事故が完結していない場合は、その時点での進捗状況や完結の見込みなどを今後の対応・方

針欄に記載してください。なお、この様式で記入しきれない場合は別紙に記入してください。 

報告様式第２報
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平成26年度版

介護サービスを利用しようとする者等が介護サービス事業者を主体的に選択できるように、その判断に資するための
「介護サービス情報」を、比較検討が可能な形でインターネットを通じて提供する仕組み

調査指針の策定

★介護サービス情報★

〈例〉 〈例〉
　・事業所の職員体制

　・床面積、機能訓練室等の設備

　・利用料金・特別な料金

　・サービス提供時間　　　　等

国が一元管理する新システム ＝
を活用して公表（平成24年度から）

②事業者からの報告
1 原則、インターネットによる報告
2 １が出来ない場合は、
調査表に記入後、県民局へ
提出

　・介護サービスに関するマニュアルの有無

　・サービス提供内容の記録管理の有無

―任意情報―

※調査指針に基づき
調査を実施する。
※面接調査に加え、県
において適正に実施で
きると判断する方法で
行う。

　　・事業所の特色（従業者等の特色、サービスの内容等に関する自由記述）

　　・県独自項目（成年後見制度への配慮、地産地消、人権擁護研修、非常災害訓練等に係る
　　　 　　　　　　　　自由記述）

　　「介護サービス情報」に基づく比較検討を通じて、自ら主体的に介護サービス事業者を選択

利用者又はその家族等

　・職員研修のガイドラインや実績の有無

　・身体拘束を廃止する取り組みの有無　　等

各事業所を所管する県民局

岡山県「介護サービス情報の公表」制度の仕組み

介護サービス事業者

介護サービスの内容及び運営状況に関する情報であって、要介護者等が適切かつ円滑に介護
サービスを利用することができる機会を確保するために公表されることが必要なもの

―基本情報― ―運営情報―

長寿社会課 　　　　平成２６年度公表計画の策定   

県
民
局
が
調
査
※

①
通
知

①
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知

②
事
業
者
が
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告

③
県
が
公
表

受　　理

確　　認
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岡山県「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針

「介護サービス情報の公表」制度については、介護保険法（平成9年法律第123号。

以下「法」という ）第115条の35第3項及び健康保険法等の一部を改正する法律（平。

成18年法律第83号）附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものと

された同法第26条の規定による改正前の介護保険法（以下「旧法」という ）第115条。

の35第3項の規定による調査の実施に当たって、介護保険法施行規則（平成11年厚生

省令第36号）第140条の47の2の規定により、県の調査指針を定める。

１ 調査実施の指針

調査は、原則、下記の場合に行うこととする。

（１）事業者自らが調査を希望する場合

ただし、調査希望事業所に対しては、当該年度の県の実地指導を優先的に

実施し、実地指導と同時に調査をすることとする。

また、外部評価が義務付けられている地域密着型サービス事業所や福祉サ

ービス第三者評価を定期的に実施している事業所については、調査を行わな

いこととする。

（２）公表内容について、利用者等から通報があり、調査において内容確認が必

要であると判断される場合

（３）報告内容に虚偽が疑われる場合

（４）県所管事業所・施設について新規指定後初めて実地指導を行う場合

２ 調査の効果的実施

調査を効果的に実施するために、上記１の（１）は、調査を希望する旨を毎年度

５月末までに、各事業所を所管する県民局へ連絡してきた場合に限り実施する。

また、県が指定権限を有しない事業所（指定都市等が指定する事業所又は市町村

が指定する地域密着型事業所）に対しても調査をすることができるが、調査を実施

する必要がある場合には、該当の指定権者に適宜情報を提供し、連携の上、適正な

調査を行うこととする。

附則（施行期日）

この指針は、平成２４年１０月１日から施行する。
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